
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  接待飲食費を分担したとき                 

Ｑ：接待を共同して行い、飲食費を分担し

た場合の５千円基準は、どのような取扱いに

なりますか？                                       

                                             

Ａ：分担又は負担した金額で５千円以下か

どうかを判定します。 

【解説】 

50％損金算入の対象となる接待飲食費は、

次の飲食費のうち帳簿書類に一定の事項が記

載されたもの(社内飲食費は除く)とされてい

ます。 

 ①得意先等を接待した飲食費 

 ②テーブルチャージ料等 

 ③飲食等のために支払う会場費 

 ④得意先等に差し入れた弁当代 

 ⑤飲食したお店でのお土産代 

  ところで、２以上の法人が共同して接待、

供応、慰安、贈答その他これらに類する行為

をして、その費用を分担したという場合です

が、この場合には、その飲食等の費用の総額

を参加人数で除して求めた金額が、１人当た

り5,000円以下であれば、その共同接待した会

社が分担した金額は、50%損金算入の対象とす

ることができることになります。 

また、共同開催の懇親会のように自己負担

分の飲食費相当額を支出するというものの場

合は、互いに接待し合っているとも考えられ

ることから、こうした費用については、１人

当たり5,000円以下であれば50%損金算入の対

象とすることができます。 
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